
給食と食農育の取り組み 

子どもたちの心身の栄養のために 

 

１．何よりも安全・安心な食材を 

（１）有害な添加物や農薬を沢山使用したものは使っていません。 

  （ハム・ソーセージ・ベーコンやバナナ・グレープフルーツなど） 

（２）知り合いの農家の無農薬米や低農薬の果物、その他食材は国産のものです。 

  （お米―瀬棚の横山さん、みかん―大阪の堀田さん、りんご―長野の高橋さん） 

（３）畑で収穫した採れたての無農薬野菜を使用しています。 

  （トマト・胡瓜・じゃが芋・南瓜・プルーン・栗など） 

（４）調味料は全て無添加の自然のものです。 

  （だしは煮干し・昆布またはかつお節・みそ・しょうゆ・マヨネーズなど、生活クラ

ブ生協を利用） 

 

２．食農育―畑・いのちに感謝 

（１）畑・クッキング 

・ 子どもたちが畑で作った野菜を使用したりして、クラス単位やファミリーでのクッキ

ングを年間で何度も行っています（調理を通して食べる意欲を育てます）。 

・ 畑で採れた野菜や果樹の実を使ったバイキングを年一回行っています。 

・ 親子でいも植え・いも掘りを行っています（じゃが芋は、ひと冬分の給食の食材にな

り、いも掘りの後は親子で会食があります）。 

 

（２）命の講座とひかり鍋 

・ 発寒川に鮭を見に行き、鮭の生態と「命をいただきます」の意味について学び、後日

子どもたちが石狩鍋（ひかり鍋）を作ります。 

 

３．手作りおやつ 

・ おやつは出来る限り手作りのものを心掛けています（おやつも食事の一部です）。 

 

４．薄味 

・ 味付けは、だしや素材の味を活かした薄味にしています（将来の生活習慣病予防のた

め）。 

 

 



５．アレルギー 

・ アレルギーの除去食においては、医師の指導の下、家庭と連携をとりながらすすめて

います。 

 

６．その他 

 

・ 様々な食材や調理法に慣れ親しむため、同じ献立を２週間単位で繰り返しています。 

・ 自分で食べられる量を考えられるように、食事は日々バイキング形式になっています。 

・ 懇談会時に、給食の試食を行っています。 

・ 給食は毎日展示してあります。 

 


